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すべての子どもにとって分かりやすいユニバーサルデザインの視点で学級

全体を支援し、見通しをもって安心して学び、生活できる環境づくりを行いま

す。その上で、特別な支援が必要な子どもに個別の支援を行います。 

これらを学校全体で共有し、取り組むことが重要です。 

高めよう！ 自己有用感！ 自己肯定感！    

学級全体を支援するユニバーサルデザイン 

「すべての子どもにとって分かり
やすいユニバーサルデザインの視
点で学級全体を支援」って大変そ
う。どうしたらいいのですか？ 

ユニバーサルデザイン化のコツの
３本柱、先生はきっと行っていますよ。
キーワードを挙げてみましょう。 

学習環境を整えましょう！（教室のルールを整えましょう） 

決まりやルールを「見える化（可視
化）」し、自治的で、子どもたちが安心
して過ごすことができる教室環境づくり
が大切です。 

１ ルールのある空間でみんなが快適に 

生活するための環境づくり 

２ 暗黙のルールなど、目に見えないもの 

を見えるように 

□ 基準が明確で分かりやすい学級ルールをつくる。 

□ 黒板や黒板周りにはその授業に関係するもののみ掲示する。 

□ 板書を構造化する。（チョークの色使いの統一、学習の流れを示すなど） 

□ 刺激になるものをカーテンや布で覆う。 

□ 予定を変更する場合は必ず予告する。（変更となった活動はいつ行うのかも伝える） 

第 1層 

第２層 

第３層 

・集団全体への指導（指導の工夫） 

   

・一斉指導中に行う個別の指導・支援の工夫 

・個別の指導の場で個別の支援の工夫 
・通級指導教室 等 

 

合
理
的
配
慮
の
階
層 
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すべての子どものよさや可能性を最大限に引き出すために 
～ユニバーサルデザインの視点から～ 

 

通常の学級にも学びや学校生活に困難さを感じながら過ごしている子どもたち

がいます。どうすればよいでしょうか？ 

ユニバーサル 
デザイン化の 
コツ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 得意なこと、興味・関心があることに注目する。 

□ よさや得意なことを生かし、人の役に立った、人に喜んでもらえた等の 

経験ができるようにする。 

□ 頑張りを認め、当たりまえのことを自然に行っている子どもへの称賛を 

忘れない。 

□ 子どもの実態や行動に応じた効果的な褒め方を探す。 

※ 他人への迷惑行為などには、毅然とした態度で接することが大切です。 

称賛し、認めましょう！（人的環境を整えましょう） 

１ 多様性を認めるかかわり 

２ 子どもたちの誤答をいかに価値付ける

か、間違いに共感できるか 

３ 子どもの「いいところ」が発揮されやす 

い環境づくり 

クラスに温かい雰囲気をつくることは、
「分からない、できない」と素直に言える環
境づくりにつながります。 

私が子ども一人一人のよさに気付き、「認めているよ」
「分かっているよ」という姿を見せることが大切なのですね。
「誤答の価値付け」も、「授業スタンダード」にありました。 
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□ 「大事なことを一度だけ言います。」など、子どもの注意を引きつけてから話す。 

□ 指示は短く、具体的に伝える。 

□ 重要なことは、板書する。 

□ 絵や図、文字などを用いて指示内容や順序を可視化し、見通しがもてる 

ようにする。 

□ 教師の視線、しぐさ、声の大きさやトーンを変化させるなど、子どもへ 

の伝わりやすさを考える。 

分かりやすく伝えましょう！（授業のユニバーサルデザイン化） 

１ 視覚化＝学習内容や考え方・資料等を 

図解や画像などの視覚情報として示す 

２ 焦点化＝学習目標や内容を絞り込んで 

授業展開の構造をシンプルにする 

３ 共有化＝話合い活動などで学ぶ内容を 

互いに共有して確実に定着させる 

「分かった・できた」を目指す授業デザ
イン。ふくしまの「授業スタンダード」にもあ
るいつもの授業ですね｡ 

「構造化された板書」「思考過程の可視化」
も「授業スタンダード」にありました。分かりやす
い発問や指示も大切なことと聞きました。見通
しがもてると安心して活動できますね。 

いつものかかわりや授業に「ユニバーサルデザイン化のコツ」をちょっと意識して取り組む 

ことで、今まで以上に子どもたちが見通しをもって、安心して学び、生活できるようになります。 

学級全体への支援と個別の支援をバランスよく行い、すべての子どものよさや可能性を 

引き出すことで、子ども一人一人の自己有用感、自己肯定感をよりよく育んでいきましょう！ 

 

ユニバーサル 
デザイン化の 
コツ 

ユニバーサル 
デザイン化の 
コツ 



文字が大きくて、見やすい

な！定規を当てているからど

こを読めばいいか分かりやす

くなった！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

教科書がうまく
読めないよ。 

学びの困難さに応じた指導の工夫！ 
 

学びにくさに応じた工夫にはどんなものがあるのでしょうか？ 

詳しく知りたいのですが、何か参考になるものはありますか？ 

小・中学校学習指導要領解説各教科編には、「１０の視点」で困難さ

を見取り、それに応じた指導内容や指導方法の工夫が示されています。 

 

Ｄさんは、一行とば
して読んでしまうこと
が多いな。どんな「困
難さ」があるのだろ
う？ 
【１０の視点】から

すると、①・⑨・⑩か
な？ 

Ｄさんは行を追って
読むことが難しいのか
な。工夫の意図・手立
てに書いてあるよう
に、教科書を拡大コピ
ーして、読む行に定規
を当てて読むようにし
てみよう！ 

◇ 困難さ【１０の視点】 

① 見えにくさ       ② 聞こえにくさ        ③ 道具の操作の困難さ   

④ 移動上の制約      ⑤ 健康面や安全面での制約   ⑥ 発音のしにくさ   

⑦ 心理的な不安定      ⑧ 人間関係形成の困難さ    ⑨ 読み書きや計算等の困難さ  

⑩ 注意の集中を持続することが苦手 

※この視点以外にも、様々な困難さが考えられることにも留意が必要です。 

－3－ 

教科の配慮例（国語） 

● Ａさんは、授業中に集中が
途切れる。 

□ 座席の位置を工夫する。
（廊下側や窓側は避ける、支
援しやすい前列や見本になる
友達の近くにするなど） 

□ 活動の終わりを具体的に示
す。（何分、どこまでなど） 

● Ｃさんは、板書を書き取るの
に時間がかかる。 

□ ワークシートを活用して書く
内容を精選する。 

□ 書き取る時間を保障する。 
□ 特別支援教育支援員等がホワ
イトボードなどに書き写し、そ
れを見ながら書き取る。 

□ タブレット等で撮影する。 

～ 困難さに対する個別の支援 ～ 

● Ｂさんは、整理整頓が苦手
で、授業準備や課題への取組
が遅れる。 

□ 何をどこに置くのかを具体
的に決めて写真で示す。 

□ ケースにしまう、ファイル
に綴じるまでを活動にして、
学級全体で取り組む。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行わな
いで、指導や手立てを工夫していくことが大切です。 

特別支援教育センターＨＰ掲載の「コーディネート

ハンドブック」には、学習指導要領各教科解説編に対

応した具体的な実践事例が、教科ごとに示されてい

ます。 
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Ｅさんは、勝つまでや
りたいと言うことが多い
な。どんな「困難さ」が
あるのだろう？ 
【１０の視点】からす

ると、⑦・⑧かな？ 

Ｅさんは、どのように行
動したらいいのか分からな
いのかも。工夫の意図・手
立てに書いてあるように、
勝ったとき、負けたときの
表現方法をみんなで確認し
よう。そして、見通しがも
ちやすい簡易ゲームでよい
行動の成功体験をさせてみ
よう！ 

困難さに対する個別の支援内容については、「学習指導要領解説 自立活動編」などを参考に検討した上で、

「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」に盛り込みます。    

担当する先生方で共有、活用し、進級、進学時には適切に引き継ぐようにしましょう。「個別の教育支援計画」、

「個別の指導計画」の計画の様式や作り方は、特別支援教育センターＨＰ掲載の「コーディネートハンドブック」を参

考にしてください。 

 

（２）個別の教育支援計画の活用 
～いつ活用するのか？ 
どうやって活用するのか？～ 

（１）個別の教育支援計画とは 
～なぜ、作成・活用するのか～ 

（１）個別の指導計画とは 
～なぜ、作成するのか、 
どう作成するのか～ 

（２）個別の指導計画の活用 
～いつ、活用するのか？ 
目的にあった計画の活用へ～ 

勝敗がかかると、
いつもモヤモヤ、イ
ライラしちゃう。 

みんなと同じように

やってみたら、先生に

も、友達にも褒められ

て、気持ちよくゲーム

に参加できた。 

教科の配慮例（体育） 

10 の視点で子ども

を見ることは参考にな

ります。だけど、障がい

や程度で対応は一律

ではありません。子ど

も一人一人の実態か

ら考えることが大切な

のですね。 

障がいのある児童生徒などへの配慮 
～学習指導要領編～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別の教育支援計画」とは 

平成１５年度から実施された障害者基本計画においては、教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携・

協力を図り、障がいのある児童（生徒）の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における

児童（生徒）の望ましい成長を促すため、個別の支援計画を作成することが示されました。この個別の支援

計画のうち、幼児児童生徒に対して、教育機関が中心となって作成するものを、「個別の教育支援計画」と

いいます。 

支える・つなぐ「個別の教育支援計画」 

「個別の教育支援計画の活用」に当たっては 

就学前に作成された個別の支援計画を引き継ぎ、必要な支援を適切に設定したり、関係機関や進路先に

在学中の支援の目的や内容を伝えたりするなど、就学前から学校卒業後までの切れ目ない支援に生かすこ

とが大切です。その際、個別の教育支援計画には、教育、医療、福祉、労働等の多くの関係者が関与すること

から、保護者の同意を事前に得るなど、個人情報の適切な取扱いに十分留意する必要があります。 

「個別の教育支援計

画」は、障がいのある子ど

も一人一人の教育的ニー

ズを的確に把握し、長期

的な視点で幼児から学校

卒業後までの一貫した支

援を行うために学校等が

中心となって作成するもの

です。 

作成にあたっては、合意

形成までの過程を大切に

進めましょう。 

引継ぎだけではなく、校

内における共通理解やケ

ース会議など日常的に活

用することが大切です。 

子どもたちを支え、学校や関係機関等とつなぐツールとして、本人や保護者と相談
し、合意形成を図りながら作成することが大切です。 
「個別の教育支援計画」を保護者も持っておくことで（原本またはコピー等）、関

係機関の利用等で活用でき、本人への切れ目のない支援が実現できます。 
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話しやすい雰囲
気、関係ができて
いますか？ 

 

適切と思われる配慮を提案する
ための建設的な対話の働きかけ 

本人・保護者から社会的障壁の除
去を必要としている意思の表明 

相談窓口・校内委員会 
（学級担任、特別支援教育コーディネーター等） 

調 整 

□ 丁寧な実態把握（困難な状態・支援目的の確認など） 
□ 合理的（必要かつ適当な変更・調整）かどうか 
□ 負担過重になっていないかどうか 
＊場合によっては、基礎的環境整備として市町村教育委員会 
や外部機関等に相談することも考えられます。 

□ 合理的配慮の検討（代替案の検討を含む） 
一方の主張で決定されるものではなく、調整事項に従って、 
今、できる合理的配慮について建設的、協働的に考えていくことが大切です。 

 

 

決 定 □ 「個別の教育支援計画」等への 

明記（作成） 

提 供 □ 合理的配慮の提供 

評 価 □ 定期的な評価 

見直し □ 柔軟な見直し 

本人・保護者及び学校との協働的な取組 

○ 今、必要な合理的配慮の話合いをする
ことにより、本人・保護者が自分の特性
や、自分にとって必要な支援についての
理解が深まります。 
○ 進級、進学、就職等で状況が変わって
も、自ら合理的配慮について伝えること
ができるようになります。 

 
○ ライフステージに応じた支援を切れ目
なく受けることができるようになります。 

「どのような場面で？」 
○ 家庭訪問 
○ 教育相談週間（全校児童生徒対象） 
○ 随時教育相談（担任・児童生徒） 
○ 三者相談（担任・児童生徒・保護者） 
○ 来校時の会話 
「どのような方法で？」 
○ 電話連絡 
○ 連絡ノートの活用  
○ 保健健康調査の活用  
○ 「個別の教育支援計画」の活用 
○ 情報共有シートの活用 

 
○ 合理的配慮の内容や本人・保護者の状況に応じて、適切なタイミングで対 
話を重ねましょう！ 

○ 小学校の段階から本人が理解できる言葉や方法で伝えたり、思いを確認 
したりすることが、中学校、高等学校での提供の充実につながります！ 

○ 学びやすさや必要性を感じられたかなど、本人の様子から効果を捉えて 
いきましょう！ 

○ 定期的に話し合いながら、合理的配慮の提供内容を見直していきましょう！ 

「傾聴・受容・共感」の
カウンセリングマインド
を大切に、「こんな方法を
考えてみました！」など
一緒に考え、作成してい
く姿勢が重要です。 

合意形成の方法例 

切れ目のない支援の提供のために作成し
ます。ケース会議などでも活用できます。 

転校・進学等で新
しい環境になれば、
基礎的環境整備が異
なるので、合理的配
慮の提供内容も変わ
ります。 

本人・保護者
と関わる全ての
場面が合意形成
の機会ですよ！ 

なぜ、合意形成が必要なのですか？ 

本人・保護者との合意形成 ここが大切！ 

各学校における合理的配慮の提供プロセス(例) 

本人・保護
者の思いや考
えを把握し、
寄り添いなが
ら丁寧に対話
を積み重ねま
しょう。 

－6－ 

本人・保護者との合意形成 

※ 福島県特別支援教育センター発行 「コーディネートハンドブック〔2020年版〕」、「合理的配慮の提供

のために、やってみよう！ケース会議」を確認ください。 



○実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

例：集団の中における感情や行動を自分でコントロールする力を高めるための指導 

１ 個々の実態を的確に把握する 
① 障がいの状態、発達や経験の程度、興味・関心、学習や生活の中で見られ
る長所やよさ等 

・学級のルール等について、内容は理解しているものの実際の場面になると、自分がした
いことを優先してしまう場合が多い。  

・教科学習の理解はよく、習得も速いが、出し抜けに答えたり、友達に伝えたりしてしま

う。また、テストでは解答欄を間違えるなどのうっかりミスが多い。  
・昆虫など小動物が好きで、校庭で見つけると捕まえてくるが、突然、友達の目の前に突
き付けて驚かせる。 

・遊びやゲームなどを面白くする工夫やルールを提案することが得意だが、唐突にルール
を変えようとする傾向がある。 

・約束や決まりを聞いて覚えるより、必要事項を紙面で見ながら説明を聞く方が理解しや

すいようである。 
・突発的な発言で友達を泣かせたことを指摘されてもなかなか謝ることができないことが
多いが、落ち着いてから話すと「泣かせたのは僕が悪かったかもしれない」と言う。 

・役割を与えられたり、取組を認められたりすると熱心に活動する。 

② 収集した情報を自立活動の区分に即して整理する。 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

 ・前向きで

活動的であ

るが、最近

少しできな

い自分を責

めるような

発言が見ら

れる。 

・他者のため

に役立ちたい､

他者と関わり

たいという気

持ちは強い。 

・聞くより

見る方が理

解しやすい｡ 

・人や物にぶつ

かる、道具を使

用することが苦

手など、意識的

に身体操作をす

ることに困難が

ある｡ 

・相手の立場を意識

することが難しく、

自分の興味・関心を

優先してしまう。 

 
 
 

 
 

 
 

２ 実態把握に基づいて課題同士の関連と指導すべき課題の整理 

 

 

 

 

 

収集した情報を○○年後の姿の観点から整理 
・保護者は、衝動的な言動により､高い理解力を生かし切ることができないことや、友達

との距離が離れてしまうことを心配している。（心、人）  
・叱責や失敗体験が成功体験を上回ると、学習や生活に対する意欲や自信が低下すること
が考えられる。（心、人） 

・本人の特性に応じた配慮が続けられれば、中学校に行っても本来持っている力を発揮す
ることができるだろう。（人、環） 

自立活動は「個々の幼児児童生徒の実態に応じて」目標を立て、指導していくものです。 

自立活動の指導にあたっては、「個別の指導計画」を作成することが重要になります。 

「個別の指導計画」の作成にあたって、まずは、実態把握が大切になります。この実態把

握に基づいて指導目標を設定し、具体的な指導方法を考えていきます。 

・落ち着いた状況であれば、相手の表情や口調等から適切な判断ができることが多く、
取組を認められるとさらに熱心に取り組む様子が見られる。これらのことから衝動的

な言動をコントロールできたときにすぐに褒めることにより、徐々に自分の言動をコ
ントロールできるようになることが期待できる。 

・視覚的な情報からルールを守ることの大切さを知る。さらにルールを守ったり、衝動

的な言動を減らしたりすることで楽しい活動ができる経験を多く積ませる。自分の身
体をコントロールすることで気持ちを安定させる方法を学ぶなどして、衝動的な言動
を自分でコントロールする力を高める。 

自立活動の指導は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習

上又は生活上の困難を主体的に改善・克服しようとする取組を促す教育活動

であり、個々の幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等に即して指導を行

うことが基本である。（特別支援学校学習指導要領解説自立活動編より） 

まずは、子ども
の実態について思
いつくことを記入
していきます。 

得た情報を自
立活動の内容の
６つの区分で整
理します｡整理に
悩む場合は、P９
「自立活動の指
導ための早見表
【例示】」を参考
にしてください。 

期間を区切り、
例えば、卒業まで
にどのような力を
どこまで育むとよ
いのかを想定しな
がら整理します｡ 

課題同士の関
連を考えること
で課題となる行
動の背景・要因が
予測できます。そ
れが障がいによ
る困難さであり、
改善・克服できる
課題であれば､指
導すべき課題と
なります。 

実

態

把

握 

 

 

 

 

自立活動の指導のための「個別の指導計画」 
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３ 今、指導すべき目標 

 

 

 

４ 指導目標を達成させるために必要な項目を選定（６区分２７項目） 

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション 

(1) 生活のリ

ズムや生活習
慣の形成 
(2) 病気の状

態の理解と生
活管理 
(3) 身体各部

の状態の理解
と養護 
(4) 障がいの

特性の理解と
生活環境の調
整 

(5) 健康状態
の維持・改善 
 

(1) 情緒の安定 

(2) 状況の理解
と変化への対応 
(3) 障がいによ

る学習上又は生
活上の困難を改
善・克服する意

欲 
 

(1) 他者とのか 

かわりの基礎 
(2) 他者の意図
や感情の理解 

(3) 自己の理解
と行動の調整 
(4) 集団への参

加の基礎 
 

(1) 保有する感

覚の活用 
(2) 感覚や認知
の特性について

の理解と対応 
(3) 感覚の補助
及び代行手段の

活用 
(4) 感覚を総合
的に活用した周

囲の状況の把握
と状況に応じた
行動 

(5) 認知や行動
の手掛かりとな
る概念の形成 

(1) 姿勢と運

動・動作の基本
的技能 
(2) 姿勢保持

と運動・動作
の補助的手段
の活用 

(3) 日常生活
に必要な基本
動作 

(4)身体の移動
能力 
(5) 作業に必

要な動作と円
滑な遂行 

(1) コミュニケーシ

ョンの基礎的能力 
(2) 言語の受容と表
出 

(3) 言語の形成と活
用 
(4) コミュニケーシ

ョン手段の選択と活
用 
(5) 状況に応じたコ

ミュニケーション 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

特別支援学校学習指導要領解説自立活動編より一部抜粋 

特別支援教育センター発行コーディネートハンドブック〔2020年版〕より一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 

導 

内 

容 

・小集団において、ル
ールを守ることや負け

た時の対応方法などを
身に付けるため、簡単
な ルールのあるゲー

ム等に取り組む。 

・学校の中で起こる様々
な場面をビデオや絵で見

て、その場面を、登場人物
の気持ちを考えながら演
じたり、ビデオ撮影等で自

分の言動を客観的に見た
りしながら、適切な行動
を、その理由と共に話し合

う中で理解する。 

・気持ちを安定させ
るために、身体を自

分で適切にコントロ
ールできるようにな
る。 

指
導 

場
面 

教育活動全体 
時間における指導 

教育活動全体 
時間における指導 

教育活動全体 
 

評 

価 

   

【次年度に向けた引継ぎ】 

 

・通級による指導の場において、成功体験を実感することのでき
る学習環境の中で、衝動的な言動をコントロールしながら、望
ましいコミュニケーションや円滑な集団参加ができる。 

「特別支援学校学習指導要領解説自立活動

編」では、実態把握から具体的な指導内容を設定

するまでの流れの例や事例が示してあります。 

さらに、特別支援教育センター発行「コーディネートハンド

ブック〔2020 年版〕」に記入例等が詳しく掲載されています。

特別支援教育センターホームページからもダウンロードでき

ます。 

● ● ● ● ● ● 

● 

 

● ● 

自立活動の内容の６区分
２７項目のどの項目が関連
しているかチェックしてい
きます。チェックがつかな
い項目もあります｡ 

目
標
設
定 

具

体

的

な

指

導

方

法 

 

指導すべき課題から、
本人の実態及び自立活動
の指導場面によって、今、
指導すべき目標を決定し
ていきます。 

指導内容との関
連を図り、線でつ
なぎます。 

指導内容が、一
つ､二つの場合もあ
ります。記入欄が不
足する場合は追加
してください｡ 

 

授業時間を設定
して行う自立活動
の時間における指
導を中心とし、各
教科等の指導にお
いても自立活動と
密接な関連を図る
必要があります。 
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気になる行動（例） 関連項目 指導の内容（例） 気になる行動（例） 関連項目 指導の内容（例）

□昼夜逆転生活・睡眠の欠乏または過眠。

□偏食、少食・過食がある。

□常に長袖または半袖。

□不潔な状態（爪、歯、体、髪の毛等）。

生活のリズムや

生活習慣の形成

○規則正しい生活・睡眠のリズム

○食事

○衣服の調節

○清潔

□視力が悪いのに眼鏡をかけない。

□支援機器（補聴器等）の管理ができない。

□ICT 等の活用に不慣れ。

感覚の補助代行及

び代行手段の活用

に関すること

○感覚の補助・代行グッズの活用

○操作方法の習得

□自分の病気の理解が難しい。

□ストレスの要因の理解、対応が難しい。

□服薬している薬の理解と管理が難しい。

病気の状態の理解

と生活管理

○自分の病気の理解

○ストレスへの対応や発散方法

○体調管理

□複雑なルールがある活動が苦手。

□場面や状況から、やるべきことを見出すこ

とが難しい（整理整頓、掃除等も）。

□情報をまとめて判断するのが苦手。

感覚を総合的に活

用した周囲の状況

の把握と状況に応

じた行動

○情報を収集していく力

○場面や状況を把握していく力

○的確な判断や行動

□怪我の痛みが分からない時がある。

□自分の身体に関心がない。

□失敗から、自分を否定的に捉えてしまう。

□大きな音がすると不安定になる。

□体力がない。

□暴飲暴食、偏食、食生活に課題がある。

□運動量が少ない。

健康状態の維持

・改善

○体力向上の基礎知識

○肥満予防・改善

○適切な運動方法・運動量の確保

□常に、体が動く。椅子に座れない。

□起立の姿勢維持が難しい。

□運動が苦手（走る、投げる、取る等）。

□身体に麻痺がある。

姿勢と運動・動作

の基本的技能に関

すること

○姿勢保持

○姿勢保持のための環境づくり

○運動

○関節の拘縮や変形の予防

□常に、イライラ、落ち着きがない。

□状況が変化すると不安になる。

□集団行動が苦手、参加できない。

情緒の安定に関す

ること

○不安要因の解明と適切な対応

○興奮要因の解明と適切な対応
□必要な補助用具の活用に不慣れ。 

姿勢保持と運動・

動作の補助的手段

の活用

○補助用具の適切な選定

□場面や状況の理解が難しい。

□急な予定やルール変更の受け入れが難しい。

□順番や勝敗、やり方で、パニックになる。

状況の理解と変化

への対応に関する

こと

○場面・状況の理解

○場面・状況変化への適切な対応

□靴ひも結び、ボタン等ができない。

□はさみ、カッター、定規、分度器、消しゴ

ム等の扱いが不器用。

日常生活に必要な

基本動作に関する

こと

○身辺処理を身に付ける

○学習用具の扱い方

○不器用さを改善する用具の扱い方

□興味・関心の偏り。

□「どうせ、、、」が口癖。

□夢中になることが少ない。

改善・克服する意

欲に関すること

＊一部略

○障がいの状態の理解と受容

○障がいの改善・克服の意欲向上

○生きがい探し

□身体的機能上の課題により、一人で移動す

ることができない。

身体の移動能力に

関すること
○移動能力の向上

□教師や友達に不信感がある態度。

□他者に関心がない。共同での活動が難しい。

□双方向の会話、やりとりが苦手。

他者とのかかわり

の基礎に関するこ

と

○人に対する信頼感

○他者の存在の気づき

○他者とのやりとり（受容と対応）

□作業活動に取り組むことが苦手。

（制作、調理等での手先を使った活動）

□すぐに飽きる。

作業に必要な動作

と円滑な遂行に関

すること

○巧緻性の向上

（目と手の協応、正確さ、速さ）

○持続力の向上

□教師や友達の言葉の意味や感情の理解が難し

い（冗談やことわざも）。

□表情や声の調子から相手の感情を理解するの

が難しい。

他者の意図や感情

に関すること

○他者の意図や感情の理解

○言葉（ことわざ、冗談等）の理解

○身振りや表現の理解

□人に伝えようとする意識が少ない。

□教師や友達に、あまり関心がない。

□身振り等の意味の理解や活用が難しい。

コミュニケーショ

ンの基礎的能力に

関すること

○伝えたい気持ちの育成

○伝えたい内容の拡充

○伝えるための手段の拡充

□何度も同じ注意を受ける。

□衝動的な行動が抑えられない。

□気持ちが急いて、失敗することある。

自己の理解と行動

の調整に関するこ

と

○自分の得意、不得意なこと理解

○自己理解から、行動を調整していく

○集団行動の中で状況に応じた行動

□会話での語彙が少ない。

□相手の話を受け入れることが難しい。

□考えを整理して話すのが難しい。

言語の受容と表出

に関すること

○話し言葉や各種の文字・記号等を

用いて伝える

○相手の意図を受け止め、自分の考

えを伝える

□場面や状況に応じた行動が難しい。

□ルールや決まりを守ることが難しい。

□集団活動に参加することが苦手。

集団への参加の基

礎に関すること

○場の空気を状況から知る力

○集団参加の手順や決まり

○集団活動へ積極的参加

□生活上使う言葉や語彙の理解不足（物の名

前、形容表現、抽象表現）。

□文章の読解力が乏しい。

□助詞等の理解不足。

言語の形成と活用

に関すること

○語彙の習得

○概念の形成

○文法の理解

□物を見る時、顔や見る物をかたむける。

□聞く力が弱い。

□記憶力が弱い。

保有する感覚の活

用に関すること

○視覚、聴覚、触覚などの使える感覚

を最大限に活用する力

□ICT、文字ボード等を活用したコミュニケ

ーション手段に不慣れ。

コミュニケーショ

ン手段の選択と活

用に関すること

○コンピュータ等の電子機器の選

択活用

□書字、音読、図形等が苦手。

□指示を聞いて、自ら考え、判断して行動する

ことが難しい。

□音や感触などの過敏からパニックになる。

感覚や認知の特性

についての対応に

関すること

○感覚情報の適切な処理・対応

○聞いたこと、見たこと、考えたこと

を記憶、判断、決定等の行動化

○過敏要因に対しての対応

□話に割り込む、場違いな質問をする。

□字義通りに受け取る。

□場面や状況にあったやりとりが苦手（話し

方、メモを取る、うなずく）。

状況に応じたコミ

ュニケーションに

関すること

○場面や状況に応じたコミュニケ

ーションスキル（聞き方・メモの取

り方・質問の仕方・報告の仕方・話

し方等）

健

康
の
保

持

環
境
の
把

握
身体各部の状態の

理解と養護

障がいの特性の理

解と生活環境調整

○身体各部の状態の理解

○患部の保護 ○身体を養護する力

○自己の障がいの理解

○自ら生活環境を整える力

□抽象的概念の理解が難しい。

□口頭指示が通りにくく、具体物がないと理

解が難しい。

□場面に合わない突拍子もない行動をとる。

認知や行動の手掛

かりとなる概念の

形成に関すること

○概念の形成

（ものの機能や属性、形、色、音が

変化する様子、空間・時間等）

身
体
の

動
き

心
理
的
な

安
定

人
間
関
係
の

形
成

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
環
境
の
把
握

自立活動の指導のための早見表【例示】
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自立活動の指導においては、

『関連付けて指導する』とあるけれど、

どうしたらよいのかな？

コーディネートハ

ンドブックに特別支

援学級（知的障がい、

情緒障がい）を想定

した早見表がありま

す。

児童生徒の実態を

自立活動の指導の項

目で整理、関連付け

て指導していくため

の参考資料です。

気になる行動(例)

では、他の項目と密

接な関連がある場合

が多く、重複する部

分があります。

あくまでも例示で

す。実態把握や項目

整理で活用し、課題

同士の関連、指導す

べき内容や目標を

「特別支援学校小学

部・中学部学習指導

要領解説 自立活動

編」で示されている

手順で決定しましょ

う。



○個別指導の授業 
 

○集団指導の授業（効果的である場合に実施） 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 情緒障がい特別支援学級 

＜題材名＞「自己紹介をしよう」 

 

＜児童の実態と個別目標＞ 

児童名 児童の実態 本時の目標 

B児 

3年 

 

・書くことが多くなると集中が途切れがちだが、自

分が思ったことを話したり、最後まで友達の話を

聞いたりすることができる。 

・学級の中では、友達と仲良く過ごすことができる

が、交流学級では、自分の思いを周りに伝えられ

ないことが多い。 

○自己紹介の仕方を整理

し、メモを見ながら話す

ことができる。 

○相手の顔を見て、うなず

きながら話を聞くことが

できる。 

C児 

3年 

 

・意欲的に学習に取り組むが、話を聞き漏らして同

じ質問を繰り返すことが多い。感情が高まると、周

りの状況を考えずに大きな声を出す。 

・相手の話を最後まで聞かずに、思いついたことを

すぐに口に出してしまう。 

○気持ちを落ち着けて、適

度な声の大きさで自己

紹介をすることができ

る。 

○相手の話を最後まで聞

くことができる。 

D児 

４ 年 

 

・真面目な性格で、自分から話すことが少なく、友

達に対して言いたいことが言えずにストレスを溜

めやすい。聴覚過敏があり、静かな環境を好む。 

・集団の中でも、周りを見て行動することができる。 

○自己紹介のポイントを発

表することができる。 

○友達のできているところ

や、よいところを見つけ

ることができる。 

 
 
 

 

 

＜主な学習過程＞ 

１ 自己紹介のポイントを話し合う。 

（１）前時に学習した話すときのポイントを確認する。 

（２）役割演技（動画）を見て、直した方がよいところを発表する。 

（３）聞くときのポイントを整理する。 

２ 自己紹介をしよう。（実践タイム） 

小学校 通級による指導 
＜児童の実態（A 児２年）＞ 
行事に参加することが苦手で、学年の列に並ぶことや皆と一緒に活動することが難しいことがある。授業中は工作やお絵描

きをしていることもあるが、興味のある課題や話題では発言をすることができる。 
 
＜導き出された具体的な指導内容＞ 

・場面や状況を理解し「見通しをもつ」ことができる。【心（２）】 
・自分の得意・興味を生かしながら「活動に参加する」ことができる。【人（３）】 
 

＜題材名＞「作戦タイム」 
 
＜本時の目標＞ 

話したりかいたりしながら困ったときの状況を整理し、授業に参加する 
ための作戦を立てることができる。 
 

＜主な学習過程＞ 
１ 自分の行動や気持ちを振り返る。 
 ○ 授業で「どうしよう」と困ったり、考えたりしたことを思い出す。 

２ 状況や気持ちを整理する。 
（１）文字やイラストでかき出して状況を整理する。 
（２）マイナスの気持ち以外にも目を向ける。 

３ 作戦を決定する。「どうする A さん」 
 ○ かき進めながらどうしたらよいか考えて整理し、解決に向けてまとめる。 

 

 

自立活動の指導の実際 

得意なところを生かし、伸ばしていくことで、遅れて
いる側面の発達も促していく指導の工夫が大切です。 

関連する【区分（項目）】を示し
ています。複数の【区分（項目）】
になることもあります。 

役割演技の動画を視聴 

ポイントの整理（視覚化） 

話したりかいたりしながら整理 

個別の指導計画で導き出された目標や指導内容を根拠として、
個別の目標を設定します。同じ題材でも、指導目標や指導内容は
一人一人異なります。 

一人一人の目標及び目標達成に必要な【区分（項目）】が異なるため、
学級全体で共通の題材の目標、本時の目標は不要です。 

指導の段階の細分化、興味を引くよう
な教材・教具の準備、分かる・できる環
境づくりにより、意欲的に取り組むこと
ができるようにしましょう。 

－10－ 

児童生徒が目標を自覚し、意欲的に取
り組んだことが成功に結び付いたという
ことを実感できるようにしましょう。 

わずかな進歩も積極的に価値付け、振り返りに生かしていくことで、
児童生徒が自分のがんばりや成長を自覚できるようにしましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交流及び共同学習」に取り組む際に 

－11－ 

特別支援学級と通常の学級での「交流及び共同学習」が、うまくいかないのですが… 

特別支援教育センターのコーディネートハンドブックに【交流及び共同
学習連携シート】の活用について提案しています。 

【交流及び共同学習の目的・意義】 
障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する交流及

び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、社会性を養い、豊

かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するも

のです。 

また、このような交流及び共同学習は、学校卒業後においても、障害のある子供にとっては、様々な

人々と共に助け合って生きていく力となり、積極的な社会参加につながるとともに、障害のない子供に

とっては、障害のある人に自然に言葉をかけて手助けをしたり、積極的に支援を行ったりする行動や、

人々の多様な在り方を理解し、障害のある人と共に支え合う意識の醸成につながると考えます。 

小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては、交流及び共同学習の機会を設け、共に尊

重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすることとされています。 

交流及び共同学習は、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、

教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この二つの側面を分かちがたいものとして

捉え、推進していく必要があります。 
 
※ 交流及び共同学習ガイド（2019 年 3 月改訂） 文部科学省 

【交流及び共同学習連携シート】例 
通常の学級で学習する時の

特別支援学級の児童生徒の実
態、学習上の困難さが分かる
ようになっているのですね。
児童生徒の目標や手立て、か
かわり方を共有することが大
切なことが分かりました。 

支援員・介助員さんとの連
携についても書いてあると、
さらに安心できます。 

シート1枚になっていると
分かりやすいです。私（通常
学級担任）も見通しをもって、
安心して授業の中で配慮や支
援をすることができるように
なりそうです。 

「交流及び共同学習」とは、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育む
ことを目的にする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同
学習の側面があります。教科のねらいを明確にすることも大切です。 
 

「交流及び共同学習」 
に取り組む際に 




